
 

東京都市計画地区計画の変更（港区決定） 

都市計画白金一丁目東部北地区地区計画を次のように変更する。 

名    称 白金一丁目東部北地区地区計画 

位    置 ※ 港区白金一丁目地内 

面    積 ※ 約１．８ｈａ 

地区計画の目標 
本地区は、地下鉄白金高輪駅の近傍に位置し、住宅・工場・事務所・生活利便施設等の多様な土地利用がな

されている地区である。このため、街区再編と土地利用の整序・集約化を図ることにより、定住性の高い良質

な居住機能を中心とした、生活都心にふさわしい安全で快適な複合市街地の形成を図る。併せて古川に隣接す

る立地を生かした潤いのある都市空間を創出する。 
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公共施設等の整備の方針 
１）道路等の整備方針 

① 地区周辺の円滑な交通処理を行うため、主要な自動車ネットワークとして、地区幹線道路１号及び地区

幹線道路２号を拡幅整備する。 

② 地区東西を連絡する歩行者動線の確保及びゆとりと潤いのある水辺空間の形成を図るため、古川沿いに

緑豊かな歩行者通路を整備する。 

２）公園の整備方針 

① 古川沿いの潤いと魅力のある水辺空間の形成を図るため、地区北西部に公園を整備する。 

３）その他の公共空地の整備方針 

① 地区内外の交流及び防災性の向上を図るため、地区中央部に広場を整備する。 

② 歩行者の安全性、快適性及び回遊性の向上を図るため、地区幹線道路沿道に歩道状空地を整備する。 

③ 周辺への環境に配慮した潤いのある空間形成を図るため、地区北東部に緑豊かな公共空地を整備する。 

建築物等の整備の方針 
１）良好な住環境の形成を図るため、建築物等の用途の制限を定める。 

２）土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度及び建築物の

容積率の最低限度を定める。 

３）敷地の細分化の抑制と建築物の共同化を図るため、建築物の敷地面積の最低限度及び建築物の建築面積の

最低限度を定める。 

４）道路沿道等でのゆとりある歩行者空間の確保及び敷地内緑化の誘導、周辺環境に配慮した市街地形成を図

るため、壁面の位置の制限及び建築物の建蔽率の最高限度を定める。 

５）良好な都市景観を形成するため、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定める。 
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位    置 港区白金一丁目地内 

面    積 約１．８ｈａ 

土地利用に関する基本方針※ 安全で快適な複合市街地の形成と潤いある都市空間の創出を図るため、公園、広場等の公共的な空間を確保

し、周辺市街地との調和に配慮しながら、定住性の高い良質な住宅、工場、事務所、生活利便等の機能を導入

する。 

主要な公共施設の 

配置及び規模※ 
種  類 名 称 幅 員 延 長 面積 備 考 

道  路 
地区幹線道路 1号 １２ｍ～約１４ｍ 約１００ｍ ― 一部拡幅 

地区幹線道路２号 １０ｍ 約２００ｍ ― 拡幅 

公  園 公園 ― ― 約５００㎡ 新設 

その他の 

公共空地 
歩行者通路  ６ｍ 約２４０ｍ ― 新設 
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地区施設の配置及

び規模 

種  類 名 称 幅 員 延 長 面積 備 考 

広  場 広場 ― ― 約８００㎡ 新設 

その他の 

公共空地 

歩道状空地  ４ｍ 約２３５ｍ ― 新設 

公共空地 ― ― 約１４０㎡ 新設（水道施設を含む） 
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建築物等の用途の制限※ 次に掲げる建築物は建築してはならない 

１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項第１号か

ら第３号に掲げる風俗営業の用に供する建築物並びに同条第５項に掲げる性風俗関連特殊営業の用に供す

る建築物 

２）ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、勝舟投票券発売所 

建築物の容積率の最高限度※ １０分の８２ 

ただし、１０分の６０以上を住宅用途に供するものとする。 

建築物の容積率の最低限度 １０分の２８ 

ただし、公益上必要な施設は除く。 
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建築物の建蔽率の最高限度※ 
１０分の６ 

建築物の敷地面積の最低限度 １，０００㎡ 

ただし、公益上必要な施設は除く。 

建築物の建築面積の最低限度    ２００㎡ 

ただし、公益上必要な施設は除く。 

壁面の位置の制限 
建築物の外壁又はこれに代わる柱又は門若しくは塀は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築しては

ならない。ただし、歩行者の安全性、快適性を確保するために必要な庇、その他これに類するもの及び公益上

必要な施設は、この限りでない。 

建築物等の形態又は色彩その他

の意匠の制限 
１）建築物及び工作物の外観の色彩は、東京都景観計画及び港区景観計画の色彩基準に適合し、周辺環境と調

和したものとする。 

２）建築物及び工作物の形態及び意匠は、東京都景観計画及び港区景観計画に適合し、良好な都市環境の形成

に資するものとする。 

※は知事協議事項 

 

容積率の最高限度及び最低限度には、建築基準法第５２条第１４項第１号に基づく東京都容積率の許可に関する取扱基準（平成１６年３月４日１５都市建市第

２８２号）Ⅱ３（１）の用途に供する部分を除くことができる。 

 

「地区計画の区域、再開発等促進区の区域、地区整備計画の区域、主要な公共施設及び地区施設の配置並びに壁面の位置の制限は、計画図に示すとおり。」 

 

理由：風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正に伴い、地区計画を変更する。 



 

変更概要                                         ＿＿＿部分は、変更箇所又は追加箇所を示す  
名 称 白金一丁目東部北地区地区計画 

事 項 旧 新 摘要 
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建築物等の用途

の制限 

次に掲げる建築物は建築してはならない 
１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す

る法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１

項第１号から第６号に掲げる風俗営業の用に供

する建築物並びに同条第５項に掲げる性風俗関

連特殊営業の用に供する建築物 
２）ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場

外車券売場、勝舟投票券発売所 

次に掲げる建築物は建築してはならない 
１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す

る法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１

項第１号から第３号に掲げる風俗営業の用に供

する建築物並びに同条第５項に掲げる性風俗関

連特殊営業の用に供する建築物 
２）ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場

外車券売場、勝舟投票券発売所 
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東京都市計画地区計画 
白金一丁目東部北地区地区計画 計画図１        [港区決定] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500 分の 1 地形図を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。 
（承認番号）２都市基交著第７６号・２都市基交測第３９号  （承認番号）２都市基街都第５４号、令和２年６月１２日 



東京都市計画地区計画 
白金一丁目東部北地区地区計画 計画図２        [港区決定] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500 分の 1 地形図を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。 
（承認番号）２都市基交著第７６号・２都市基交測第３９号  （承認番号）２都市基街都第５４号、令和２年６月１２日 



東京都市計画地区計画               
白金一丁目東部北地区地区計画 計画図３        [港区決定] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500 分の 1 地形図を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。 
（承認番号）２都市基交著第７６号・２都市基交測第３９号  （承認番号）２都市基街都第５４号、令和２年６月１２日 


